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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）

　高翔麗好太王碑は，碑文によれば永楽元年辛卯（A.D.391年）から永楽22年壬子（412年）の

間，王位にあった「国岡上広開土境平安好太王」の頌徳碑である。1）碑は現在の中華人民共和国

古林省の最南端に所在する。［b華人民共和国と朝鮮民主主義人民共和則の国境を流れる鴨緑江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2］の，中流域の西岸にあたる。好太王の時代には，ここに丸都城すなわち国内城が営まれ，高翔

麗の首都であった。好太王碑は，王の死の翌々年の甲寅年（414年）に，王の長子でその後継

者の長寿王によって建立されたものである。この碑は周知のように，文中に高句麗・新羅・百

残（済）■安羅などとともに，「倭」の勁向か記されており，古代日朝関係史上第一級の史料と

され，明治以来数多くの研究がなされてきた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）　その研究史の詳細については，すでに佐伯有清氏によってまとめられ，公にされているの

で，概略をそれにしたがって示すに留めたい。すなわち碑文が目本にはじめてもたらされたの

は, 1883 （明治16）年のことで，その招来者は陸軍大尉酒匂景信であった。碑文の研究は，海

軍御用掛の青江秀，陸軍ﾌﾞく学校の横井忠直らによって行なわれ, 1889 （明治22）年ようやく拓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■t）　　　　　　　　　5）本に似せた形で刊行された。 1891 （明治24）年には菅政友, 1893年に那珂通世, 1898年に三宅

　6）米吉の諸氏の研究が発表された。これらの人々の研究によって，碑文は4世紀末から5世紀初

頭の「ｲ壬那日本府」による朝鮮南部支配，つまり大和朝廷による任那支配を実証するという通

説が形成された，という。

　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）　この通説に対し，これを批判する説が提起されたのは1963 （昭和38）年の金錫亨, 1966年の

　　8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。朴時亨の両氏の研究によるもので，約70年間にわたって通説は通用していたのである。金，朴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）氏の批判説は, 1955年の鄭寅普氏の説に類似するか,鄭氏の研究は金づﾄ氏のものに比すれば，

注目をひかなかったのである。また金叶ﾄ氏の見解も，衝撃的ではあったが, 1971 （昭和46）
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　　　　　　　　　　10）年中塚明氏の問題提起にいたるまで，充分な検討が加えられたとはいえない状況であった。

　しかし中塚氏の提起によって，研究は飛躍的に進み，批判説への検討が重ねられ，また碑文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n）そのものの改ざんを追求した半進煕氏の業績とそれへの批判と反批判など，数多くの研究が相

次いだ。ごく感想風に現在の到嵐嘸を示せば，碑文の改ざん問題については，碑文そのものの

徹底的な調査によらなければ解決できない地点に到達し，碑文の読解については，碑の文章構

造の面から読みについては通説を支持，内容については誇張が多く通説のように日本の朝鮮南

部支配の証拠とはできないとする見解が一般的であるといえよう。碑文そのものが確定してい

ない現在，これ以上の論及は砂上の楼閣と化す危険はあるが，小稿は現到達段階以外の読解の

可能性を追求し，その得られた結果をあくまで仮説として提示してみたい。なおその際に使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）する碑文は，李氏の『広問上王陵碑の研究』に別添の12種類の釈文を適宜参照し，できうる限

り新宇佐に改めて使用することとし，必要ない限り一々異同を記さないことをはじめに断わっ

ておきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仁）

　好太王碑の碑石は，高6.2メートルの不正四角形状の角疎m灰岩で，殆ど人工の認められな

いもので，その底部で第一百は幅1.55メートル，第二面は1.44メートル，第三面は1.97メート

ル，第四面は1.39メートルという。天地に界線を設け，縦に行をわかっ糾eかおり，その間隔は

約13センチで，天地の開け5.4メートルである。文字は一面に11行,二面に10行，三面に14行，

四面に9行，毎行41字詰で, 1字の大きさは不揃であるが平均12センチである。41字詰, 44行

のうち，文字を刻せぬ部分か2字あるから，もと1802字から成ると推定されている。そのうち

文字の全く読めぬものは総計260字，残りの1542字中にも判読推読してようやく読まれたもの

　　　　　　13）が多いという。

　碑文はその内容からみて3段に分けることかで吝る。第1段は高句麗の始櫓伝承に始まり好

太王に至る略系譜と建碑の由来(241字）,第2段は好太王の功業（920字）,第3段は守墓人の

制について（641字），となっている。このうちで従来から最も往目され，読解の重点に置かれ

てきたのが，いうまでもなく第2段である。その第2段中でも，とりわけ「倭」の活動を記し

たいわゆる「辛卯年条」が，論争の焦点となっていることも周知のことである。まずこのE辛

卯年条」について，諸先学の見解をみておきたい。「辛卯年条」は次のようになっている。

　（1）百残新羅旧是属民由来加貢而倭以辛卯年来流海破百残□□□羅以為民

　李氏はこの文字群のうち「来渡海破」について，改ざんの可能性を指摘し，とくに「海」の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14）字については「酒勾景信がこれをすり替えたことは疑う余地がないのである」とされた。また

金氏は1963年に碑を調査され, r辛卯」は字の痕跡のみが検出できるにすぎない，とされた。

このように（1）は問題の多い文字群であるが，（1）のように読みうると仮定して，論を進めたい。
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　菅氏は(1)の文字群を，次のように区切り，読解された。

　（2）百残新羅旧是属民，由来朝貢，而倭以辛卯年来渡海，破百残□□□羅，以為臣民

つまり『百残（一百済）･新羅はt6是れ（高句麗の）属民にして，由来朝貢す。而るに倭は辛

卯年を以て来り渡海して,百残を破り，以て臣民と為す』と解する。「□□□羅」は「撃新羅」

とみて，「百残を破り新羅を撃ち，以て（両国を倭の）属民とした」と考えている。「而倭」以

降の動詞の「来渡海」「破」「（撃）」「為」の主語は，すべて「倭」であるとみている。主語を（　）

で補えば, （2）は次のようになる。

　（3）百残新羅旧是属民,由来朝貢。而倭以辛卯年来渡海, （倭）破百残，（倭）撃新羅，（倭）

　　以為匝民。

　那珂・三宅両氏も同様の読解で，これは碑文の最初の研究者の青江秀の読解と一致する。た

だ那珂氏は「□□□羅」を「ｲ壬那新羅」・「加羅新羅」とみ，三宅氏は「更討新羅」とみる点で

菅氏と相違している。この（3）が通説の読解である。

　この通説に対する最初の批判者である鄭氏の読解を，（　）で主語，〔　〕で目的語を補い示

すと次のようになる。

　（4）百残新羅旧是属民,由来朝貢。而倭以辛卯年来〔高句麗〕。（高句麗）渡海破〔倭〕。百残

し瀧］倭〕言嘔廠。（好太王）以為臣民。
　　|－!　　　･｡－,-"J-

　その解釈は『百残と新羅はもと高句麗の属民にして，由来朝貢す。而るに倭は辛卯年を以て

高句麗に来る。高句麗は海を渡りて倭を破る。百残は倭と連じ新羅を侵す。好太王は臣民なの

にとおもった』である。「以為」を「おもへらく」と解している。

　朴氏の説は途中までは鄭氏と同じで，相違する部分は次のようになっている。

　㈲百残招倭侵羅，（百残）以為臣民。

　　『百残は倭を招き羅一新羅を侵し，百残は新羅を臣民と為す』という大息となる。

　金氏の説も途中まで鄭氏と同じで，

　㈲（高句麗）渡海破百残。（高句麗）□□新羅以為臣民。

が相違部分である。『高句麗は海を渡り百残を破り，さらに新羅を味方に引き入れて新羅王を

臣民とした』という理解である。

　（4）･（5) ･（6）に共通する理解け，「而倭」の「倭」が主語であるのは，「来」だけであること

と，「渡海破」の主語は，省略されているが「高句麗」または「好太王」とみる点てある。（1）

の文字群を通説では，「而」の前と後の二部分に大別し，後の部分の主語を「倭」とみている

のに対し，批判説は（l）を［而］と「来」で三部分に大別する点が最大の相違点であることにな

る。

　これらの批判説に対する検討は，既述のように中塚氏の提起後，まず前沢和之氏によって行

なわれた。前沢氏は「『通説』のするよう『倭，辛卯ノ年ヲ以テ来リ』と事柄を述べ，その状
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況として『海ヲ渡りテ……』と解することもあながち無理ではないように思う。もし高句麗か

『倭』ないしは百済を水軍を使い撃破したのなら『渡海』よりむしろ呂?中『率水軍』という表現

　　　　　　　　　　　　16）をとるのではないだろうか」と指摘された。また碑文が王の聖徳を誇る目的で書かれたものな

らば，通説のように『倭』に侵犯された百済を再び我手に回復したとみる方が，より一層覇者

としての王の事蹟を誇ることになる点にも論及された。しかし「辛卯年条」は，挿入文である

ことを考慮する必要かおり，「これが過去にあった事実と反映したものか，それとも碑文作製

者の意図的発想に基づく修辞にすぎないのかは後考をまつとして乱　この部分のみによって

　『倭』の侵攻を『辛卯年』= 391年と断じきるのには，より慎mでなければならないことを指

　　　　　　　　17）摘し得るであろう」と述べておられる。前沢説をまとめると，読みは通説でよいが，内容の史

実性は疑問である，ということになろう。

　これに対し，批判説に近い見解が佐伯有清氏によって発表された。ｲ刎白氏は次のように返り

　点を打たれ，

　（7）馴路瀞祗普※i°刹胞胚佃頌|゜□□集贈司岸庄叫i°

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18）その読みを「倭，辛卯年に来るを以て，渡海して百残を破る。新羅を……以て臣民と為す」と

示された。こう読めば「渡海」の主語は，高句麗となる。

　この佐伯説に対しては，坂元義種氏の論評かおる。「碑文を検討すれば明らかな如く，好太

王が軍を動かす場合，みずから行く時は『（王）躬率』，軍を派遺する時は『教遣』と記され，

例外はない。従って碑文の記載法による限りG?中『渡海破百残』の主語は高句麗（好太王）では

　　　　　19）ありえない」と述べられた。

　一方，古田武彦氏は，従来とは異なる視点から，「渡海破」の主語は高句麗であると主張さ

れた。古田氏はこの「辛卯年条」を,従来は内容上無関係とされた永楽5年条の一部であると

された。　永楽5年条の首部にある「躬率」を，「渡海破百残□□新羅以為巨民」の「渡」「破」

　「為」がうけているとされる。さらに「而倭以辛卯年来」については「その永楽元年（好太王

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肘こ18才）以来，永楽5年（好太王22才）までの5年間，倭が『来』つていた，というのである。

そのため『百済・新羅』が高句麗から見て『属民』らしい態度を取らなくなった，というの

　　20)である」と述べておられる。

　またこの祗浜m耕策氏は碑文の構造の検討から, （1）の文字群を6年丙申の記事の前置告文

　　　　　　　21）であるとされた。前置-1-文というのは, 6年丙申の好太王の戦いの理由を示す文という意味で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22）ある。その後，浜田氏はこの説を補強再論され，（1）の前置右文は, 6年丙申にかかるのみなら

ず, 8年戊戌･ 9年己亥･14年甲辰･ 17年丁未にもかかる「大前置右文」であるとされた。戦

いの理由を示す文であるから，高句麗に不利な状況か述べられている筈であり，通説の読みで

よいとされた。　しかし「倭」の活動については，「史官の筆法」であり虚構にすぎないとみて

おられる。
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　同様に碑文の構造を追求されたものに，坂元氏の新論文をあげることができる。坂元氏は碑

文第2段の「編年戦斗記事は，まず紀年と干支で年時を明らかにし㈲，その戦いが正義の戦い

である理由を述べ（b），ついで戦争の主体―王か派遣軍かー㈲，その結果獲得した成果（d）を具体

的に記し，また，その戦いが王の親征で，年内に王が帰還した場合は，その点についても明記

　　　　　23）したのである」と述べられた。「辛卯年条」は6年丙巾㈲の㈲にあたるわけで，通説の読みを

支持しておられる。

　また通説り比判説沢者について，全面的な検討を加えられた武田幸男氏の業績かおるが。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24）　「結果的には，通説的な辛卯年条の釈詣い解釈を無視してしまうわけにはゆかない」と述べて

おられる。

　以上胆述してきたように，「辛卯年条」の釈読は，通説に対する批判説の提起とそれへの検

討を通じて，再び通説の読みが支持される傾向にあるといえる。しかし（1）の文字将は，通訳い

批判説以外にも，読みかおるように思えるので，次にそれを提示してみたい。

三）

　　「辛卯年条」のうち「倭」に開する部分で，通説・批判説に共通するのは，「而倭以辛卯年

来」の「辛卯年」を「倭」の行動を表わしたとみる点てある。碑文の他の年次からみると，辛

卯年は永楽元年にあたるが，「永楽元年辛卯」と記されていない。　このことは坂元氏によって

　「碑文は『辛卯年』と干支でひっそり記したのである。好太王の功業とかかわりのないもので

　　　　　　　　　25）あったからであろう」とされているが，代表的な見解であろう。

　しかし，何故「倭」の行動に干支年号を付さねばならないのかという疑問は，依然として残

る。　さらにもし「辛卯年」が「倭」に開運する年だとして乱　どうして14年甲辰条のように

　「十四年甲辰而倭不軌侵入帯方界」の例にならい，「辛卯年而倭来波海破」としなかったので

あろうか。　また碑文第2段に記された年次はすべて好太王の行動に開運しているのに，「辛卯

年」のみを例外としうるのであろうか。

　以上のような疑問点に答えるためには, （1）の文字群を通説り↓ﾋ判説のようは「而倭」で区切

らず，「以辛卯年」で区切る必要かおる。そうすると（1）の文字群は

　㈲百残新羅旧是属民由来朝貢而倭。

　（9）以辛卯年来渡海破百残□□□羅以為臣民に区分される。こうした上で，（8）を一文として読

解できないかを考えてみると，「倭」を「朝貢」と同様に動詞とみれば，読みは可能である。『百

残新羅は1日是れ属長にして，由来朝貢して倭う』と読める。（9）については，「以辛卯年来」を

　　　　　　　26）　　　　　　　　　　　らい西嶋定生氏の説に準拠して『辛卯年来を以て』と読み，『辛卯年このかた』とみれば，「渡海

破」の主語は省I略されていることになる。碑文から同様の例をさがすと，碑文の第1段に

　帥m甲寅九月廿九日乙酉，遷就山陵。於是，立碑銘記勲績，以示伝世焉。
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とあるのをあげうる。㈲の直前の文章は「併有九晏駕棄国」で，好太王の死去を記している。

したがって「遷就山陵」の主語は，省略されている。「立碑」「銘記」の主語も同様である。こ

の場合の主語は，いうまでもなく長寿王であろうが，もちろん（9）の主語は長石王ではありえな

い。（9）の主語は年次を付した第2段の例がすべてそうであるように，好太王に関する事柄であ

る。　前に引用したように，坂元氏は碑文第2段の記述の原則を，王が自から行く場合は（躬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27）率」，軍を派遣する場合は「教遣」と記す，と指摘されている。　しかしこれは単一年の軍事行

動の記述原則であって, （9）を『辛卯年来を以て』とみれば，継続年の複数軍事行動を一括記述

したとみることができ，原則に従う必要はないといえよう。碑文中には，他にかかる継続年の

複数の軍事行勁を一括記述した例はないのである。こう考えれば，批判説と同じく，「渡海破」

の主語には『高句麗』を補いうる。

　次にこう考えて問題となるのは，辛卯年来たびたび渡海し百残を破って，なおかつ永楽6年

また百残を破ったことになる点であろう。このことについては，碑文そのものか解答を示して

くれる。

　帥）以六年丙申，正躬率水軍，討利残則

好太王が「水軍」を「躬率」して討つだのは，「残国」なのである。「残則」は菅氏以来，「百

残匡|」の省略とみてきた。しかし碑文中には「百残」とはあっても，一度も「百残国」の用例

はない。したがって「残国」はまさに「残国」であって，百残の国の残り，つまりまだ辛卯年

来の攻撃にも屈しなかった百残の諸城のことを指しているのである。このように好太王が完全

に百残の残国までを平定した6年丙巾に焦点をあてて記せばこそ，その前哨戦でしかない位置

かれることとなった辛卯年には，「永楽元年」の年次が付されなかったといえよう。

　（9）をこのようにみるとき,（8）の文字群の位置づけは当然従来とは変わることになる。これは

次のように5年乙未条の文の末尾を形成することになる。その末尾の部分を示せば

　㈲遊説土境，田猟而還百残新羅。旧是属民，由来朝貢而倭。

となり，その読みは『土境を遊観し, III猟して百残・新羅を還る。旧是れ属民にして由来朝貢

して倭う』となる。「還」を『めぐる』とする用例は，碑文の17年丁未条に「還破沙溝城」と

あることに求められる。これについては後の㈲でふれるが，沙溝城などを『めぐり破った』と

解されるのである。

　㈲を剛のように永楽5年乙未条の末尾とみるとき，最大の問題点は，「倭」を固有名詞とし

てではなく，動詞とみていることであろう。これについて，碑文巾の他の「倭」の用例を次に

全て掲げ，検討したい。

　㈲9年己亥条

　　百残違信，与倭和通。王巡下平穏。

　㈲　同
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　　　而新羅遣使，白王云，倭人満其国境，潰破城池。

　（15)10年庚子条

　　　教遣歩騎五万，往救新羅，従男居城至新羅城，倭満其申。

　㈲　同

　　　官軍方至，倭賊退□……

　㈲　同

　　抜新羅城口城倭満潰城□……

　㈲14年甲辰条

　　而倭不軌侵入借方界□……

　㈲　同

　　相遇王瞳，要截Sk刺，倭寇潰敗，斬殺無数。

これら7例のうち，㈲倭人ぺ拍倭賊・㈲倭不軌・㈲倭寇の4例は，囚有名詞用法の「倭」であ

ることは疑えない。　仰の「倭満倭潰城」については，すでに今西竜氏の釈読の時点で疑問が

　　ヵヵ　　　　　　　　　28)　「満倭」と付されている。金氏の実見によれば，㈲の「抜新羅城」「倭満倭」はかってそう読

　　　　　　　　　29）めた字となっている。

　仰の「倭満其申」は，「倭具中に満も」と通常は読み, （此ハ御軍ノ両城内二満チクルヲイヘ

　　30）ルナリ」と解されている。㈲にすでに「倭人」の例かおり，この省略形の「倭」とみれば逆流

の理解も成立しうるであろう。しかし別に冊の「倭」を固有名詞とみても，「倭，満にして具

に巾す」と読み，『倭はおごりたかぶって，官軍にあたった』と解せなくもなかろう。　さらに

（8)の「倭」の動詞用法から，これをその名詞形（一般名詞）とみて「倭，其の申に満つ」と読

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したがうみ，『官軍が男居城より新羅城に至り，官軍に倭う空気が一面に満ちた』と解することも可能

であろう。したし先にも述べたように，㈲に「ｲ委大」の例かおるから, （15)･ (17)の「倭」はこの

省略形とみて，岡有名詞の例としておこう。

　㈲以前の「倭」の例は，「辛卯年条」と㈲ということになる。(1牡げF通は「百残,言に違い，

倭と和通す」と読み, （百残違営とは6年丙巾の敗績により百残玉自誓して永く奴客と為らん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31）と云ひし誓いに違反して倭と和通せしなり」と解されている。この説明は一見すれば合理的に

みえるが，「奴客と為らん」ということが「倭と和通」することを禁止した内容を含むことの

証明がなければ，成立しえないものである。6年丙申条で百残が敗北した結果，百残王は「男

女生口一千人，細布子匹」を献じ，「従今以後，永為奴客」と「自営」したのは確かである。

　好太王は「残玉弟井大巨十人」を「将」いて，「旋師還都」したことも碑文に明記されてい

る。これらのことから，これ以降の百残が内政外交にわたり，高句麗の強い制約を受けたと主

張できそうである。しかしもし通説のように百残が「倭」と和通したとすればに何よりも先に

好太王は百残を処分しなければならないであろう。ところが「百残違誓」に対し，好太王のと
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つた処置は㈲にみるように，「ﾕﾐ巡下平穣」のみである。つまり「違誓」の内容は，「王巡下平

穣」という処雌ですかようなものと考えざるをえない。「倭」と和通したことがこの精度の処

置ですかのなら別であるが，後にみるように「倭」と高句麗は10年庚子■･ 14年甲辰の二度（あ

るいは17年丁未の三度）にわたって戦う相手目である。これと和通した百残は，高句麗にとっ

ては許しがたい存在ではあるまいか。この百残に対し，好太王は「巡下平穏」するのみで，他

に処置できなかったのであろうか。こう考えてくれれば，「百残違誓」の内容は，「倭と和通

す」という重要な外交問題ではなかったといえよう。「与倭和通」は『……!こ倭い和通する』

という意味で，目的語の「王」が省略されていると解しうる。「百残追号，与倭和通」は『百

　　せい　よわわっう　　　　　　　　　　　　　　　　　したが残, !?,与倭和通に違い』と読み，『百残は王に倭い和通するという誓いに違つだので』とみ

るべきではなかろうか。

　以上，［倭］を必ずしも固有名詞つまり地名とみなくてもよいのではないかという仮説に立

って論を進めたが，㈲・㈲ト（18)･㈲の「倭」が地名であることは明らかなので，同一碑文中の

同一文字を2種に使用したとすることは，あるいは穏当を欠くかもしれず，このiR説について

はこの項のみに留めておきたい。以下「倭」については，従来どおり地名であるとして論を進

めたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咽）

　「辛卯年条」について次に考察を加えてみたいのは，末尾近くの「□□□羅」である。この

うちはじめの「□□」については後に考えることにして，まず「□羅以為臣民」について考察

してみたい。

　「口羅以為巨民」についての諸説は，すでにOで触れたが，鄭氏以外は「以て臣民と為す」

とみる点では一致している。すなわち菅・三宅氏は，倭が百残・新羅を臣民とした，とされた。

那珂氏は，倭が百残り壬那・新羅を臣民とした，とされた。朴氏は百残が新羅を臣民とした，

とみられた。金氏は，高句麗が新羅を臣民とした，とみておられる。　つまり鄭氏以外は諸説

は，「為」を他動詞とみておられるのである。

　ところが碑文巾の「為」の用例をみると，6年丙中条に「帰王自誓，従今以後，永為奴客」

と明らかに，他動詞と解しえない例かおる。この部分は「百残王」が主語であって，「百残王」

が好太「玉に帰し，臼から営う」部分である。「為」を他動詞とみれば，「今より以後，永く奴

客と為さん」とせざるをえず，これでは意味が通じにくい。「臼杵」の内容であることからみ

ても，「為」を臼勁詞とみて，「永らく奴客と為らん」と読む方が，意味と一致する。　この

「為」を自動詞とみることについては，管見の限りでは異説はないようである。このように

「為」に自頌詞のmmかおることは広く承認されているのに，「辛卯年条」の「為」を自動詞

とみる説かないのは，むしろ不思議でさえある。「為口羅以臣民」と記されているのならとも
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かく，「□羅以為臣民」では『□羅，以て臣民と為る』と読める筈である。

　　「辛卯年条」の「為」を自動詞とみなければならない理由としては，「臣民」の文字をあげ

ることかできる。これについてはすでに古田氏が注目され，高句麗領国内のしかも首都の地に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32）建てられた碑面の「臣民」は何の注釈もいらず好太王の臣民である，と述べておられる。碑文

第2段の「王」が例外なくすべて好太王を指しているのだから，「王」と一対の語「臣」はい

うまでもなく，好太王の「臣民」であることは疑えない。高句麗という主語が省略されている

とする説に加担しなければ，主語は「□羅」以外にありえないからである。「□羅」を主語と

すれば，「為」は自動詞以外には考えられないであろう。

　この解釈と通説の解釈をつなぎ合わせると，「辛卯年条」つまり（1）の「而倭」以降は，『而る

に倭は，辛卯年を以て来り海を渡りて百残を破り』（通説）『□羅は以て臣民となる』（拙案）

となる。（1）の前半の登場国「百残新羅」からみて，「□羅」は「新羅」とみてよかろう。そう

すると「新羅」の上の「□□」は，不要であるかあるいは上文と下文をつなぐ語が補いうるこ

とになる。　この「□□」が原碑文そのものに欠けていたとする説には，末松保和氏の説があ

33ﾀ
る。」ユ文と下文を連接する語とすれば，たとえば碑文中の文字を利用すれば「於是」とか「以

後」などを想定しうる。通説ではこの部分に「更討」など動詞を補う（菅・三宅氏）,「ｲ壬那」

など地名を補う（那珂氏）が，従いえない。ただ地名を補いうる可能性は否定しえないか，そ

の場合でもそれはあくまで「破」の目的語であるといえよう。

　　「辛卯年条」の後半部を，「而倭以辛卯年来渡海破百残，於是，新羅以為臣民」と復原でき

たと仮定すると，これと6年丙中条以下の関係はどうなるのであろうか。これを考えるために

は，9年己亥条について考察しておく必要かおる。

　剛九年己亥，百残違誓，与倭和通。王巡下平穣。而新羅遣使，白王云，倭人満具に境, 潰破

　　城池，以奴客為民，帰王請命。

　　「与倭和通」は通説に従い，「倭」と和通したとみておこう。問題は「白王云」につづく「倭

人満」から「帰王請命」までが，直接話法つまり新羅使の言そのままなのか，間接話法つまり

高切麗側で書き直したものなのかという点にある。これについてはすでに「以奴客為民」の解

　　　　　　　　　34)　　35）釈に関係して，浜田氏や武田氏によって注目されている。

　「以奴客為民」について通説は，「奴客を以て民と為し」と読み，「倭」が新羅の王や人民を奴

隷としたと解する。　これに対する異論には朴氏の説かおり，「新羅王である奴客は高翔麗王で

ある貴方の百姓になっているから」とされ，これによれば「奴客をもて民と為したるを以て」

あるいは「奴客の艮為るを以て」と読んでいることとなる。浜|月氏はこれを問接話法とみて，

　「奴客」を高翔麗からみた折羅人の別称とされた。　武田氏も間接話法とみて，「奴客」を百済

とみておられる。両氏の説も通説も「為」を他指詞とみ，土語を「倭人」とすることでは一致

している。　また両氏ともに，この部分が間接話法であることの証明は，「倭人満共同境」の
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「其」の字が高句麗側からみた表現であることに求められた。これについては別案を後に示す

が，仮りに「倭人満其国境」が間接話法であったとしても，それか「以奴客為民」にまで及ぶ

かどうかは疑問である。武田氏自身が「帰王結命」の4字については，直桧話法であることを

　　　　　　　　　　　　37）認めておられるからである。間接話法と直接話法にはさまれた「以奴客為民」は，「倭人満其

I罰境」が間接話法だからといって，決して回接話法とはいい切れないことになる。

　　「以奴客為民，帰王請命」に似た文章表現は，すでにみた6年丙巾条の「帰王自哲，従今以

後，永為奴客」にみることができよう。「奴客」についてはすでに注目されているが，高句麗

の牟頭婁塚の石室に「奴客牟頭婁」と記した例もあり，単なる卑称に留まらず，一種の身分表

示とみられる。　したがって「以奴客為民」は『奴客を以て民と為り』とみることができ，『奴

客（という身分で）高句麗の支配下に入り』と解することができよう。こう考えるとき，武田

氏の提起された，高切麗への服属段階に「帰王」段階かおるというのは，「奴客」段階かおる

というように考えてもよかろう。「奴客」段階とは，主体性をもって領域内を支配しつつ，「帰

王結命」つまり高翔麗王の命令に従うものとすることができる。

　「辛卯年条」の前半の「百残新羅，旧址属見由来朝貢」と，後半の末尾の「新羅以為巨民」

の目万民」と, 6年丙申･ 9年己亥条の「奴客」をあわせ考えれば√「Ji'i.j 民朝貢」段階→「巨

民」段階→「奴客」段階と高句麗への服属度を高めてゆく諸段階が設定できよう。

　もちろんすべての両々がこの段階を踏んでゆくというものではなく，新羅はこの全段階を順

に経過したが，百残は「属民一朝貢」段階→離反・敗戦→「奴客」段階となっているのである。

碑文第2段の他の囚についてみると, 5年乙未の「碑麗」については，敗戦→不明である。=8

年廃廃の「息慎上谷」については，敗戦→「朝貢」である。 20｛に庚廃の「東夫余」については，

　「属民」→離反・敗戦→「慕佃尉官来」であるが，「慕佃尉官来者」の存在は「奴客」段階を

想定させうる。残ったのは「倭」と「安羅人廃兵」であるが，「倭」については項を改めて考

えることとし，次に「安羅人戌兵」について考えてみたい。

　　「安羅人戌兵」は10年庚子条に三度にわたってみえるが，それを次に掲げよう。

　剛十年庚子，教遊歩騎五万，往救新羅，従男居城至新羅城，倭満具申，官兵方至，倭賊退□

□□□□口口□来背急追，至汪那加羅，従抜城，城即帰服，安羅人戌兵，抜新羅城口城，倭満

倭潰城□（23宇欠）□安羅人廃兵□（54字欠）□潰□□□□□羅人廃兵> IJ荷羅口錦未有身来

朝□□□□□□□土境好太□（9宇欠）□僕勾□□□□朝貢

欠字が多く意味のわかりにくい部分である。「安羅人戌兵」については, （皇国ヨリ任那ノ鎮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　39）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40）メトシテ，安羅順二置レタル将士ナラン」とか，「安証人の我が軍に従ひしものなるべし」と

通説では解している。これは剛の文を「城即帰服」と「安羅人戌兵」の間で切り，「城即帰服」

までの主語を「官兵」，「抜斬羅城口城」の土語を「安羅人戌兵」とみたためである。批沁胤は

　　　　　　　　　　　　　　　■U）　　　　　　　　42）　「安証人廃兵」を「安羅人術守兵」ぐ安羅人守備兵」として「倭」との関係を記さないが，文
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章の区切り方は通説と同じである。しかし「従抜城,城即帰服」については検討力了必要である。

菅氏は（御軍ハ任那加羅二退牛タレハ，城陥チテ城中二残レル者共ハ降レリトノ義ニヤ，此城

　　　　　　　43）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44）ハ，男居城ナリ」，那珂氏は「従抜城ハ，何城ナルカ，考へ得ズ」，朴氏は（高句麗軍かいそい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　45）で追撃し，任那加羅の従抜城に来ると」，金氏は（高句麗軍ははげしく追った。ｲ壬那，加羅の

　　　　　　　　　　　　　46）従抜城も高翔麗軍に投降し」と述べておられる。菅氏は「原価」

　　　　　　　　　　ほしいまましておられるので，「従に城を抜き，城即ち帰服す」と読ませるのであろう。那珂叶ﾄ・金氏

の説であれば，「任那加羅の従抜城に至り，城即ち帰服す」と読行ものと思われる。「従抜城」

を囚有名詞とみる説に明確な反論はできないが，「従」の用例には6年丙申条の「従今以後」

かおり，「抜」の用例には下文の「抜新羅城」かおるから，「原」

もできよう。『城を抜きて従り，城即ち帰服す』と読むのである。

　この理解が可能なら，「従抜城，城即帰服」の主語を「官兵」つまり「歩騎五万」の高翔麗

軍とみると，たとえば17年丁未条の「歩騎五万」が「還破」した城名が列挙されている例と不

一致である。また「抜新羅城」は「歩騎五万」の「至新羅城」と同一であるから，この主語は

　「安羅人戌兵」ではありえない。とすれば「安羅人戌兵」は「帰服」の目的語とみる他なかろ

う。「従抜城，城即帰服安羅人戌兵」とれば，「来背急追」・「至」の主語も「安羅人皮兵」とみ

ることができる。碑文では高句麗に敵対する関係にある場合には「賊」「不軌」「寇」などを付

しているから，「安羅人戌兵」と三度まで同一用語を使っている以上，「安羅人皮兵」は高句麗

と敵対関係にあるものではない。「官兵」の用例からみれば，「安証人皮兵」は高句麗軍事力の

一端を占めるものといえよう。そうすれば「倭賊退」から「来背急追」の開の欠字部分には，

好太王が安羅に命じたという意味の言葉を補いうるであろう。

　剛の文章の前半はこのように，「歩騎五万」の「官兵」が「倭賊」を新羅から追い出したこ

と，好太王は安羅に命じ「倭賊」を「任那加羅」に急追させその城を帰服させたことの二つの

内容を含むと考えられる。「抜新羅城口城」以下は「官兵」が「倭賊」追放した後の処置を述べ

ていると思われる。「□羅人戌兵，昔新羅」以下「朝貢」までは，通説では「古谷ヨリ新羅王

ノ来リテ，朝貢セシコトハアラザリシカドモ，今コノ好太王ノ時二当りテ，倭賊ヲ撃子退ケタ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■17）ル悦ヒニョリ，ミヅカラ朝貢シタトノ趣ナラン」としている。この説に対し特別に異議はない

が，あるいは「安羅人皮兵」は「谷新羅」がまだ朝貢しなかった頃から朝貢し，好太王の時に

より一層関係を深めたことを述べているとみることができよう。つまり安羅は，「朝貢」段I苓

→軍事的協力関係と考えられる。　しかも軍事的協力関係では，「従抜城，城即帰服」と自己の

利益とする主体性は暗保されており，これも「奴客」段階と考えられないであろうか。

　　　　　　　　　　　　　　［］亙）

残された「倭」の検討に入ろう。「倭」に関する史料は，「辛卯年条」と㈲から㈲である。こ
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れ以外に問題となるのは, 17年丁未条である。

　聯十七年丁未，教遣歩騎五万□（9宇欠）□師□□合戦，斬殺畳尽，所稚鎧卸一万余領,軍

　　資器械不可称数，還破沙溝城，婁城，□□城，□（8宇欠）□城

　「歩騎五万」の高句麗軍の「合戦」した相手は，欠字の部分に記されており不明である。従来

この相手目については，種々に推測されている。三宅氏は（平穏以南百済領に兵を出lしての戦

　　　　　48）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49）と見るべし」といわれ，朴氏は「ここで撃破された城はすべて百済の城である上金氏は「ここ

の敵が百済であることは明らかで，贈1倭軍の参戦がなかったといえるのは碑文にそれらしき

　　　　　　　　　　　　50）ことすら吉かれていない」と述べておられる。浜口］氏は「倭軍，あるいは百済とみる前二者の

説は互いに相い容れないものではなくo中この条を高句麗と百済との境界地帯をその主戦場

とした征討戦とみる点て，両者は共通しており，ただ，この戦場での敵軍の主力を倭軍とみる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51）か，百済とみるかで相異しているのである」と整理された。「沙溝城」「婁城」の位置について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52）は，菅氏が魏志の「溝清」から説明しようと試みられたのを除けば，那珂氏は「考へ得ず」，

　　　　　　　　　　53)今西竜氏も「未詳なり」とされている。菅氏の「mm」からの説明は誤りで，同史料からは那

珂氏が説明されたように, 20年庚戊条の「鴨疸」が「城」を意味するという証明しかできない

　　　54）のである。したがって未詳の城名から, ㈹の戦場が「高句麗と百済の境界」とみることはでき

ない。

　また剛の相手順を9年己亥条の「百残違恰，与倭和通」から，百残-r倭」辿合とみること

は，「倭」の敗北を記す10年庚子条･ 14年甲辰条に全く百残の影さえないことからして乱不

可能であろう。さらに百残とすることは，百残の記述が9年己亥毎が直前のものであり, 10年

･14年に記述がないという同じ理由で，成立しがたいであろう。残された可能性は「倭」の場

合だけであって, 14年「不軌」にして□づB;方界」に「侵入」した「倭寇」を「潰敗」させ, 17

年「歩騎五万」を「教迫」してその本居地に攻め込んだと考えられる。そうすれば「倭」はそ

の本拠地に攻められ，「斬殺脆尽」つまり拙滅的打撃をうけたことになる。高句麗軍は「倭」

をみな殺しにして，沙流城・婁城などを「還破」すなわち『めぐり破った』のである。前項に

みたように10年には安羅軍により城を抜かれ, 14年借方界に侵入し斬殺無数という被害を受

け, 17年歩騎5万の高切麗軍に拙滅状況に「倭」は追いこまれている。この「倭」は果してど

　　　　　　　　　　　　　　　　　55）のような実態をもつものであろうか。

　まず第一に「倭」が「城」によって戦っていたことは，確実なことであろう。㈹を「ｲ委」の

史料として使えなくとも，前項でみた剛の「至任那加羅，従抜城」の「従抜城」をどのように

解しても「倭」の依拠した「城」であることは否定できないからである。もし「倭」が日本列

島の勢力であると仮定すれば，朝鮮半島南部の戦場で「城」で戦いながら，防衛すべき列島内

に「城」を指築しなかった筈はなかろう。ところで列島内に則仕紀末, 5世紀初頭の「城」は。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56）存在するのであるうかという疑問が生じる。
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　次に聯を「倭」に関するものとみなければ，「倭」は14年に不軌にして帯方界に侵入した部

分については潰敗されたものの，その母体について好太王は何らの対処ができなかったことに

なり，頌徳碑に記すにふさわしい戦果とはいえないことになる。この観点からみれば，どうし

ても聯は対「倭」戦争でなければならない。そうすれば聯に「M民」段階や「奴客」段階を想

起させるような文言はないから，碑文に「斬殺設尽」とあるように殺し尽されて高句麗と何ら

かの関係を結ぶような主体さえ残されていなかったと考えられる。好太王当時に，日本列島の

全体あるいは一地域が，このような拙滅的打撃をうけたことが証明されるであろうか。

　第3の問題は，すでに剛で少し触れたが，直接話法か問接話法かという問題である。匈の必

要部分を再掲しよう。

　㈲而新羅遣使，白王云，倭人満其囚境，潰破城池，以奴客為民，帰王待命

これについて浜田氏は, 5年乙未■ 6年丙申･10年庚子条の「其」の用例から，「いずれも高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57)句麗から指示した中称であって，立碑の時点では史官の判断から記されたものである」と述べ

られた。しかし5年乙未条は「至塩水上，破其丘部洛六七百」と好太王躬率軍の行動を伝える

文, 6年丙中条は「其国城残，不服義,敢出」と好太王躬率軍と敵との戦いを伝える文, 10年

庚子条は「至新羅城，倭満其申」と教遊軍が至った時の倭の状況を伝える文である。いずれも

いわば「地の文」であり，話法を決定する材料とはなりえない。　また武m氏は「『其の』順境

とは，明らかに『新羅』の囮境を指すのであって，これがもし直接話法であるならば，新羅使

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58）者が白目新羅を『典』などというはず力批いj　と述べられた。に輿il境jが［新説田境］であ

ることが明らかならば，確かに述べられたとおりであろう。　しかし問題にしたいのは，「其国

境jがどこのm境かということなので，この論は用をなさない。　叫にみたように「以奴客為

」心，帰正抗命］に直接話法がみられるのだから，「倭人満其順境」も直接話法とみて差支えな

かろう。『倭人，其の順境に満ち，城池を朧破す』というのだから，r倭」と新羅順境は接して

いたと考えざるをえない。「倭」が日本列烏からの派辺軍とすると，ことさら日刊境」に「満

ちjと表現する必要はないであろう。以上3点についてみてきたように，碑文のF倭jは日本

　　　　　　　　　　　　　　　　　59）列烏内勢力ではありえないといえよう。　また前項の高句麗への服属段階からいえば，「倭」の

場合は敗戦→懐滅とするとができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（六）

　最後に好太王当時の対外戦争の実態を追求するむかで，当時の∩ﾖ本」の対外戦争について

考えてみたい。

　好太王当時の対外戦争の実態は, 5年乙未条に「破其丘部落六七百」して［当牛馬群羊不可

称数］であったこと. 6年丙巾条に百残を攻め［男女生口一千人，紬布子匹jをえたこと, 17

年丁未条に不明の敵を攻め［所li鎧I'I'一万余ti,軍汀器械不可称数］であったことなとがら，
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推測することができる。　戦いの結果えたものは，「牛」「馬」「羊」「生口」「細布」「鎧抑」

　「軍資」「器械」である。つまり動産の獲得が最大成果であって，動産中最高のものは「生口」

一奴隷であるから，奴隷獲得戦争とみてよかろう。もちろん戦争の結果，相手国を叫でみたよ

うに，「属民=朝貢」段階→「臣民」段階→「奴客」段階と服属度を高めてゆく方策はとられ

るが，相手国の領土の割き取りという段階ではなかったことは確かであろう。

　碑文以外の史料『三国史記』によって，この問題をみておこう。史料はなるべく好太王代に

近いものを使いたい。

　聯高切麗本紀・広開上王元年7月

　　南伐百済抜十城

　帥同・同年10月

　　攻陥百済城。其城四面哨絶，海水環縮。正分軍七道，攻撃二十日乃抜。

これに対応するのは，次の3項である。

　聯百済本紀・辰斯正8年7月

　　高切麗正談徳師兵四万，来攻北鄙，陥石帆等十余城。王問談徳能用兵，不得出拒。淡水北

　　諸部落多没焉。

　圀同・同年10月

　　高切麗攻抜関弥城。

　㈲同り呵華王2年8月

　　工謂武曰，聞弥城者我北鄙之襟要也。今為高切麗所有。此寡人之所痛惜，而卿之所宜用心

　　而雪恥山。遂謀将兵一万伐高切麗南鄙。武身先士卒以冒矢石，意復石脱等五城。先囲聞弥

　　城，麗人嬰城固守。武以程逆不継，引而帰。

㈲と叫が対応し，好太王は石嗅城などlo城を抜き，それに従って淡水の北の部落が多く高切麗

に属したことがわかる。百済正は「不得出拒」であったというから，ある継続した時期高句麗

に領有されたのであろう。㈲と対応しているのは筒で，(28)は㈲■ mの翌年の記事である。高句

麗は関弥城を抜き，それを少なくとも1年以上は守り続けている。これらの例をみれば，好太

王代の対外戦争は伽土獲得戦争の様相を呈しているかにみえる。しかし好太王の次の王の長方

王63年9月条の「高句麗本紀」によると

　聯王師兵三万侵百済，陥王所都漢城。殺其王扶余慶，虜男女八千而帰。

と，百済の王都を陥落させ，王を殺しながらも，男女8千を捕虜としただけで引き返している

のである。顕著な奴隷獲得戦争の様相がみてとれよう。碑文の6年丙中条をより一層典型化し

たものといえよう。

　剛～筒の領土獲得戦争と聯の奴隷獲得戦争の様相を，どのように理解すれば，整合的な理解

加えられるのであろうか。この問題を解決する鍵は，四～郎が国境地帯の奪い合いであること
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に求められよう。好太王代の国境地帯の経営を考えてみると，「高切麗本紀」広開土王3年8

月の記事か史料となる。

　帥築国南七城，以備百済之寇。

これは聯の翌年にあたり，石幌等5城ならびに関弥城に来攻した百済の1万の軍勢を撃退した

後のことである。聯にみるように百済軍の攻撃も関弥城のみでも，充分に防ぐことができたの

である。それなのに何故7城を築き百済に備えねばならなかったのだろうか。この事情を説明

する史料は，「高切麗本紀」広開上王18年8月条に求められる。

　(31)築国東禿山等六城，移平穣民戸。

　「築城」するというのは，このように自国民の植民を前提としていると考えられる。叫の「囚

南七城」も同様の植民を推進させ，こうすることによってのみ，辺境領域の領有が可能であっ

たことを示している。

　これを傍証する史料は, (31）の禿山城との異同は不明であるが，同じ「禿山城」についての

　「百済本紀」「新羅本紀」の記事である。

　㈲百済本紀・近肖古玉28年7月

　　禿山城主，率三百人，奔新羅。

　㈲新羅本紀・奈勿玉18年

　　百済禿山城主，率人三百来投。玉納之，分居六部。

(32)・叫は(31）の21年前のことである。「禿山城主」が300人をひきいて，新羅に投降したのだか

ら，新羅はこれを「城」つまり領域ぐるみ支配できた筈である。　ところが現実には300人を6

地域に分居せしめねばならなかったというのは，領域ぐるみ上地と人間を一括して支配下に組

み入れる方策かなかったことを証明している。同様にこの段階ではいくら「城」を破っても，

その地を自己の支配領域として継続的に支配する方策はなかったのである。わずかに国境地帯

でのみ，「城」を築き植民することによって，小頭域の領有が可能であったことを示している。

　好太王代の対外戦争の主目的が奴隷獲得にあり，領域の拡大は植民による以外なかったとい

うことは，当時の王権の存在形態を反映したものであろう。　当時のH家が，「城」を中心とし

た領域の集合形態を持っていたことは，『三国史記』や好太王碑文に明らかである。m ■聯に

みるように「城主」がその支配下の「人」をひきいて，敵則に投降していることをみれば，玉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60）の臣下の城主ならびにその支配下の人民の独立性が高かったことも明らかである。つまり王佐

は連合政権的な構造を持っているといえよう。このような構造の上に立つ王は，絶対的な支配

権を目指し行勁する。そうしない限り，巨下によってとって代わられるであろう。この絶対的

支配権の挺子となるものこそ，軍事とその結果としての奴隷の獲得であろう。軍事には指揮一

命令系統がつきもので，工は臣下に対して軍事指拝を通して，その優位性を確保するであろ

う。また獲得された奴隷は］三の周辺に居仕せしめられ，ある程度の時刻を経れば㈱にみた如く
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植民せしめられ，王の直轄領拡大に貢献するものと考えられる。好太王碑文がことさらに「躬

率」軍と［教遣］軍を描き分けているのは，こうした王権の構造を反映したものであろう。

　ひるがえって「［|本］の場合について考えてみよう。通常『日本書紀』の干支を何巡かくり

下げて考察するのである斌　この方法は厳密にいえば科学性に欠けることはいうまでもない。

したがって強いて好太王代の対外戦争の様相か，川本書紀』にどのような姿で反映している

かをみようとしているにすぎないのである。このようにあえて奴隷獲得戦争の様相を呈してい

る記事を求めれば，神功紀5年3月条の「乃詣新羅，次于躇肩津，抜草羅城還之。　足m俘人

等，今桑原・佐ill-高宮・忍海，凡四邑没人等之始祖也」や，仁徳紀53年5月条の目王|道迪精

mm其左，新羅軍旅之。囚従兵乗之，殺数百人，即虜四邑之人S-以帰焉」に求められよう。だ

からといって神功紀49年3月条の「倶集子卓淳，撃新羅而破之。囚以,平定比|=1 卜南加羅・

順玉し安羅・多揃い卓淳■加羅，七I玉。価移兵,西廻至古笑津，屠南蛮恍羅弥多礼，以賜百済」

という領土獲得戦争も同じだけ干支をくり下げればいいのではない。かかる領土獲得戦争はこ

の段階では不可能であったことは，すでに述べたとおりである。また先の奴隷獲得戦争の様相

を反映しているとみた史料乱それが果して現実の「日本」の行為の反映であるとは断定でき

ない。　当時朝鮮氷;,3で行なわれていた奴隷獲得戦争に仮託して，「日本」で創作された記事で

あるといえるからである。むしろ強いて『日本書紀』に当時の「日本」の対朝鮮関係の史料を

求めるとすれば，たとえば応神紀14年見歳条の「弓月君自百済来帰。囚以奏之日，臣領己則之

人夫百廿県而帰化。然囚新羅人之拒，皆留加羅囚，爰込葛城li津彦，而召弓月之人夫於加羅。

然径三年，而談津彦不来焉」のようないわゆる「帰化ト記事の方が事実に近いのではなかろう

か。もちろん｛九｝化」ではありえず，「移住」と解されることはいうまでもない。注（60）で触

れだように，当時の被支配の自立度の高さからみて，このような移住は充分に可能であったと

思われる。「目木」の軍事行動の主眼はこれを保護する点にあったのではなかろうか。さらに

動産の獲得に及んだとしても，最も維持管理の困言な「人間」の獲得ではなく，物資の強奪に

とどまったといえよう。朝鮮では激しい奴隷獲得戦争がくり返えされながら，「日本」を奴隷

獲得の場としなかった理山は，主として技術水準の差立に求められる。たとえ「日本」から

　［人間］をつれ帰ったとして乱低技術水準なので「奴隷」として使用できなかったのであろ

う。逆に「「1本」にとっても高技術水準の者を「奴隷」としては扱えないのだから，この点で

も［日本］は奴隷獲得戦争に加担できず，高技術水準保持者の「主休的」な移住による以外

なかったといえよう。これらの点からも碑文の「倭上は「日本」ではありえないことを付記し

て，碑文をめぐる試案の提示のまとめとしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

1）r三旧史記jによれば工設（A.D.392年）即位，炎丑（A.D.413乍）'■i'i.去と1年の差加ある。

2)池内宏「丸都城と国内城」（日満文化図会y通溝（上）i1938年）
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3）佐伯有清『研究史・広開土王碑J （1965年）

4）菅政友「高麗好太工碑銘考」（史学会雑誌22～25）

5）那珂通世「高句麗古碑考」（史学会雑誌四－47～49）のち『外交釈史』 （1958年）に所収。拙稿は『外交

　釈史』によった。

6）三宅米吉「高麗古碑考」（考古学会雑誌ニー１～3）のち『考古学研究』（1929年）に所収。拙稿は『考

　古学研究』によった。

7）金錫亨『古代朝日関係史一大和政桧と任那一』 （1969年）

8）朴時亨『広開土王陵碑』 （1966年）拙稿では井上秀川・永島暉臣慎抄訳「広問土王陵碑」（朝鮮研兜年限

　９）によった。

9）鄭寅普「広開土境平安好太王陵碑釈略」『井上秀雄・旗田巍編『古代日本と朝鮮の基本問題j 1974年所

　収）

10）中塚明「近代日本史学史における朝鮮問題一とくに『広開土王陵碑』をめぐってー」（思想561）のち李

　進煕『好太王碑と任那日水府』 （1977年）に所収。

11）李進煕『広開土王陵碑の研究』（1972年）・同『好太王碑の謎』（1973年）・同『前掲書』など

12)李進煕『同書』には，横北Ill直・三宅米古・栄司・羅振玉・楊守敬・今西能・前問恭作・劉承幹・金波

　敵･水谷悌二郎・末松保和・朴時亨の釈文を載せる。

13)末松保和「高句置好太王碑文」（『目本上代央管見』 1963年）によるノ下段の字数も同書による。

14）李進煕『広間土王陵碑の研究』 202頁

15)金錫亨（7）367頁

16）前沢和之「広間土王陵碑文をめぐる２・３の問題―辛卯年節分を中心としてー」（銃日木紀研究159）

　18頁

17)前沢和之（16）21頁

18)佐伯有清「高句麗広間土王陵碑文の再検討一とくに「辛卯年」の倭関係記事をめぐって一」（坂本太郎

　博士古稀記念会編『銃日本古代史論集（上巻）』 1972年）のち『広開土工碑と参謀水節U （1976年）に所

　収, 166頁。

19）坂元後種「書評」（史学雑誌82－6）56頁

20）古田武彦『失われた九州王朝』 （1973年）拙稿は角川文庫版（1979年）を使用。 254頁

21）浜田耕策［高句麗広間工陵碑文の虚像と実像］（日木歴史304）

22)同「高句麗広開王陵碑文の研究一碑文の構造と史臣の筆法を中心としてー」（朝鮮史研究会編『古代朝

　鮮と日本』 1974年）

23）坂元義和「文字のある考古学史料の諸問題」（上肝正昭等編『ゼミナール・日本古代史（下）』 1980年）

　羽頁

24）武田幸男

－139

｢広開土王碑文辛卯年条

　79頁

25)坂元義種（23）45頁

26）西嶋定生［広開土王辛卯年条の読法について］『『図説・日本の歴史第３巻』1974年・月報）

27）坂元義種（19）

28)今西龍「高麗好太碑」『久米邦武『大日本時代兜・古代上』 1915年）

29）金錫亨（7）368頁

30)菅政友（0 751頁

31)三宅米古（6）89頁

32)古田武彦（20）248 ・249頁

33)末松保和「好太王碑と私」（末松mm古稀記念会『古代東アジア史論集（上）』 1978年）

の再吟味」（井上光貞博士還暦記念会『古代史論叢（上）』1977年）



奥　　田 尚

34)浜田耕策（22）

35）武田幸男「高句麗好太同呻文にみえる帰王について」〔同（33）論文集〕

36）朴時亨（8）38頁

37）武田幸男（35）91頁

38）池内宏「牟頭婁塚」〔同（2）〕

39）菅政友（4）751 ・752頁

40)三宅米古（6）91頁

41)朴時亨（8）

42）金錫亨（7）

43）菅政友（4）751頁

44）那珂通世（5）493頁

45）朴時亨（8）39頁

46）金錫亨（7）374頁

47）菅政友（4）753頁

48)三宅米吉（6）93頁

49）朴時亨（8）40頁

50）金錫亨（7）377頁

51)浜田耕策（22）59頁

52)那珂通世（5）496頁

53)今西龍「広開上境好太王陵碑に就て」〔同（28）下〕496頁

54)那珂通枇（5）497頁

55)碑文中の「倭」については碑文再検討の提起者中塚明か（10）において『陵呻伴文中の倭の軍隊かはた

　してr大和朝廷によって統一された日本の軍隊』であるという確実な証拠はとこにもなく，また日本人の

　学者の誰によっても，この陵碑の倭は，大和朝廷または統一された日本であるということが明白に確証さ

　れていない」と述べているが，現在に至ってもなお同じ状況ではなかろうか。付言すれば金錫亨（7）・

　古田武彦（20）は北九州の倭とし，朴時亨（8）は「国内的に常に不安定な状態におかれていた」rロ

　木jとする以外，「倭」の実態を疑う金在鵬「好太王姉文叙法考」（朝鮮学報66）かおるが，その実態を

　追求した論考を知りえていない。

56）北九州をを中心とするいわゆる「神能石」や「朝鮮式山城」のことか連想される。［城］については，

　まだ私には述べる準備かないか，四世紀末五世初頭の「城」と確証できるものは，日本列島からは発見さ

　れていないように見受けられる。〔上田正昭編r城J （1977年）／森浩一ら「座談会・朝鮮式山城をめぐ

　って」（目本のなかの朝鮮文化29）／石野博信「三枇紀の高城と水城」（古代学研究68）／古代を考え

　る会r朝鮮式山城についてj （1978年）など〕

57)浜田耕策（22）66頁

58）武田幸男（35）92頁

59）「倭」を日本列島以外に求める説としては，加羅に求める井上秀雄r古代朝鮮J （1972年）,安羅に求

　める上田正昭「倭国のなりだちと朝鮮」〔井上秀崖・上田正昭編r日本と朝鮮の二千年J （1969年）〕の

　説かおる。上田正昭の論証は，碑文の安羅を使用している点て疑義かおる。しかし「倭」を日本列島以外

　のどこに求めるかという点については，力量不足のため現在は，成案を持だない。

60）たとえばr三国史記j「高句麗本紀」長寿王66年条に『百済燕信来投』と（33）に俎似する記事かおる

　ことや，「百済本紀」阿華王8年8月条に「王欲侵高句毘大徴兵馬。民苦於役,多奔新羅。戸口衰滅」と

　あることなど，被支配者の自立性・移動性は高いと思われる。
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